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◎群馬県告示第２５１号 

 鳥獣保護区設定の告示（昭和３４年群馬県告示第３８８号）の一部を次のように改正し、令和６年１１月１日か

ら施行する。 

  令和６年１０月１８日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

 表箕郷鳥獣保護区の項中「と並行する」を「に架かる箕郷大橋左岸で」に、「中和田橋」を「中和田橋左岸」に、

「市道０１０１号線」を「天神橋左岸で市道０１０１号線」に、「西に進み市道０１０２号線」を「西に進み天神

橋を経て市道０１０２号線」に、「市道５３３７号線」を「黒沢川に架かる鈴蘭橋左岸で市道４２３１号線」に、

「市道２１９号線」を「市道０２１９号線」に、「新坂橋を経てさらに北東に進み同市箕郷町大字松之沢地内の」

を「、車川に架かる新板橋を経て東北東及び北に進み、浦川に架かる鞍置橋を経てさらに北及び東北に進み、大沢

川に架かる」に、「平成２６年１１月１日から平成３６年１０月３１日」を「令和６年１１月１日から令和１６年

１０月３１日」に改める。 

 

 

 

◎群馬県告示第２５２号 

 鳥獣保護区設定の告示（昭和３９年群馬県告示第４９４号）の一部を次のように改正し、令和６年１１月１日か

ら施行する。 

  令和６年１０月１８日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

 表赤谷湖鳥獣保護区の項中「利根上流森林計画区の国有林」を「国有林利根上流森林計画区」に、「同国有林２

１０林班い小班とろ６小班」を「同国有林２１０林班の「い」小班と「ろ６」小班」に、「同国有林２１０林班い

小班とろ６、ろ７各小班」を「同国有林２１０林班の「い」小班と「ろ６、ろ７」各小班」に、「同国有林２１１

林班ほ２小班とは小班及び民有林」を「同国有林２１１林班の「ほ２」小班と「は」小班及び民有林」に、「同国

有林２１１林班ほ２小班とは小班との小班界」を「同国有林２１１林班の「ほ２」小班と「は」小班との小班界」

に、「同国有林２１１林班ほ２小班とほ１小班及びは小班」を「同国有林２１１林班の「ほ２」小班と「ほ１」小

班及び「は」小班」に、「同国有林２１１林班ほ２小班とほ１小班の小班界」を「同国有林２１１林班の「ほ２」

小班と「ほ１」小班の小班界」に、「同国有林２１２林班ろ小班」を「同国有林２１２林班の「ろ」小班」に、

「同国有林２１２林班い小班」を「同国有林２１２林班の「い」小班」に、「同国有林２２４林班ち小班とい１小

班」を「同国有林２２４林班の「ち」小班と「い１」小班」に、「同国有林２２４林班い１小班」を「同国有林２

２４林班の「い１」小班」に、「平成２６年１１月１日から令和６年１０月３１日」を「令和６年１１月１日から

令和１６年１０月３１日」に改める。 

 

 

 

◎群馬県告示第２５３号 

 鳥獣保護区設定の告示（昭和５９年群馬県告示第７７９号）の一部を次のように改正し、令和６年１１月１日か

ら施行する。 

■ 告  示 
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  令和６年１０月１８日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

 表赤城山鳥獣保護区の項を次のように改める。 
 

赤城山鳥獣保護区  渋川市及び前橋市の一部で、県道前橋赤城線と
旧林道富北線の交点を起点とし、これから林道富
北線を西に進み群馬県森林計画図前橋市７０林班
と６８林班の境界との交点に至り、これから同境
界を西に進み同計画図前橋市６８林班と６７林班
の境界との交点に至り、これから同境界を北東に
進み同計画図前橋市９０林班と６７林班の境界と
の交点に至り、これから同境界を南西及び西に進
み前橋市と渋川市の境界との交点に至り、これか
ら同境界を北東に進み同計画図前橋市９１林班と
国有林利根下流森林計画区３３４林班の境界との
交点に至り、これから同境界を東に進み同国有林
３３２林班と同計画図前橋市９１林班の境界との
交点に至り、これから同境界を南東に進み同国有
林３３２林班と同計画図前橋市９２林班の境界と
の交点に至り、これから同境界を北東へ進み同国
有林３３２林班と３４４林班の境界との交点に至
り、これから同境界を北西に進み同国有林３４４
林班と３３１林班の境界との交点に至り、これか
ら同境界を北東に進み同国有林３３１林班と３４
５林班の境界との交点に至り、これから同境界を
北に進み同国有林３３１林班と３３０林班の境界
との交点に至り、これから同境界を北西に進み同
国有林３３１林班と同計画図渋川市１４８林班と
の境界との交点に至り、これから同境界を北西に
進み林道中山線との交点に至り、これから同林道
を北西及び東に進み林道潜下線との分岐点に至
り、これから潜下線を北西に進み同計画図渋川市
１４７林班と１４８林班の境界との交点に至り、
これから同境界を北西に進み渋川市有林と同国有
林３２６林班の境界との交点（沼尾川）に至り、
これから同境界を北東に進み同国有林３２６林班
と３２８林班の境界との交点に至り、これから同
境界を北東に進み同国有林３２６林班と３２７林
班の境界との交点に至り、これから同境界を北に
進み渋川市と利根郡昭和村の境界との交点に至
り、これから同境界を東及び南東に進み渋川市と
沼田市の境界との交点に至り、これから同境界を
南東に進み渋川市、前橋市及び沼田市の境界との
交点に至り、これから前橋市と沼田市の境界を東
に進み前橋市と桐生市の境界との交点（黒檜山の
南）に至り、これから同境界を南に進み駒ヶ岳山
頂及び長七郎山山頂を経てさらに西に進み同計画
図前橋市１００林班と３９林班の境界（外輪山南
側尾根）との交点に至り、これから同境界を北西
に進み同国有林３３６林班と同計画図前橋市３９
林班の境界との交点に至り、これから同境界を南
西に進み同国有林３３６林班と３３８林班との交
点に至り、同境界を南西に進み同国有林３３６林
班と同計画図前橋市５０林班の境界との交点に至
り、これから同境界を南西に進み同計画図前橋市
１０２林班と５０林班の境界との交点に至り、こ
れから同境界を南に進み同計画図前橋市５１林班

令和６年１
１月１日か
ら令和１６
年１０月３
１日まで 

１ 指定区分 森林鳥
獣生息地 

 
２ 指定目的 野生鳥
獣の生息環境の保全
と保護増殖を図るた
め 
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と１０２林班の境界との交点に至り、これから同
境界を南西に進み同国有林３３７林班と同計画図
前橋市５２林班の境界との交点に至り、これから
同境界を南西に進み同計画図前橋市１０４林班と
５２林班の境界との交点（鍋割山山頂）に至り、
これから同境界を南に進み同計画図前橋市８４林
班と２２林班の境界との交点に至り、これから同
境界を南に進み林道鍋割相吉線との交点に至り、
これから同林道を北西及び北に進み県立勢多農林
高等学校演習林と同計画図前橋市８１林班の境界
との交点に至り、これから同境界を北西に３００
ｍ進み林道箕輪線に通じる旧歩道との交点に至
り、これから同歩道を北に進み赤城白川との交点
に至り、これから同歩道を北東に進み林道箕輪線
の馬頭観音に通じる旧歩道との交点に至り、これ
から同歩道を北西に進み赤城白川を渡って林道箕
輪線との交点に至り、これから同林道を南西に進
み県道前橋赤城線との交点に至り、これから同県
道を南西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区
域（２，６９０ヘクタール） 

 
 表迦葉山鳥獣保護区の項中「沼田市上発知町の国有林７林班」を「沼田市上発知町の国有林利根上流森林計画区

７林班」に改め、「６林班との境界を北」の次に「及び北東」を加え、「民有林との境界を北に」を「民有林との

境界を北東に」に、「平成２６年１１月１日から平成３６年１０月３１日」を「令和６年１１月１日から令和１６

年１０月３１日」に改め、同表谷川岳鳥獣保護区の項を次のように改める。 
 

谷川岳鳥獣保護区 利根郡みなかみ町の国有林利根上流森林計画区３
０８、３０９、３１０、３１７、３１８、３１９
の各林班の区域（４，０３９ヘクタール） 

令和６年１
１月１日か
ら令和１６
年１０月３
１日まで 

１ 指定区分 森林鳥
獣生息地 

 
２ 指定目的 野生鳥
獣生の息環境の保全
と保護増殖を図るた
め 

 
 表法師鳥獣保護区の項中「利根郡みなかみ町国有林」を「利根郡みなかみ町の国有林利根上流森林計画区」に、

「平成２６年１１月１日から平成３６年１０月３１日」を「令和６年１１月１日から令和１６年１０月３１日」に

改め、同表叶山鳥獣保護区の項中「平成１６年１１月１日から令和６年１０月３１日」を「令和６年１１月１日か

ら令和２６年１０月３１日」に改め、同表榛名山鳥獣保護区の項中「平成２６年１１月１日から平成３６年１０月

３１日」を「令和６年１１月１日から令和１６年１０月３１日」に改め、同表妙義鳥獣保護区の項中「７７１ヘク

タール」を「７５７ヘクタール」に、「平成２６年１１月１日から令和６年１０月３１日」を「令和６年１１月１

日から令和１６年１０月３１日」に改める。 

 

 

 

◎群馬県告示第２５４号 

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２９条第１項の規定により、次のとお

り特別保護地区を指定し、令和６年１１月１日から施行する。 

  令和６年１０月１８日 

群馬県知事 山 本 一 太   
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名称  赤城山鳥獣保護区特別保護地区 

区域  赤城山鳥獣保護区の一部で、県道前橋赤城線と県道赤城山敷島停車場線の交点を起点
とし、これから県道赤城山敷島停車場線を北西に進み湖水一週道路との交点を経て関東
ふれあいの道（コース２１）との交点に至り、これから同コースを南西及び西に進み前
橋市と渋川市の境界との交点（出張峠）に至り、これから同境界を北東に進み前橋市と
沼田市の境界との交点（野坂峠)に至り、これから同境界を東に進み県道沼田赤城線と
の交点（五輪峠）に至り、これから同境界を東及び北東に進み前橋市と桐生市の境界と
の交点に至り、これから同境界を南に進み駒ヶ岳山頂を経て県道大間々上白井線との交
点（鳥居峠）に至り、これから同県道を北西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域
（２９１ヘクタール） 

存続期間 令和６年１１月１日から令和１６年１０月３１日まで 

保護に関する指針 １ 指定区分 
  森林鳥獣生息地 
２ 指定目的 
  当該指定する区域は、鳥獣保護区の北東部に位置し、カルデラ湖である赤城大沼や
覚満淵及びその周囲の森林地帯である。この区域には、赤城山の主峰の一つである黒
檜山の南西面及び県立赤城公園の一部が含まれている。 

  この地域はミズナラ、ダケカンバ、カエデ、ツツジなどの落葉広葉樹林によって構
成される森林が森林性の野生鳥獣を育み、標高１，３１０ｍの赤城大沼、湿原地域で
ある覚満淵周辺の湖畔林においては、四季を通じて小鳥のさえずりを聞くことが出来
るとともに、赤城大沼から流れ出る沼尾川は下流に広がる鳥獣保護区一帯を潤す重要
な役目を果たしている。 

  また、火山地形特有の急崚な地形と天然生林が鳥獣の好む小岩窟や老齢木、堅果類
や食餌植物を提供している。 

  このように、当該地域は赤城山鳥獣保護区内でも特に中核的な区域であることか
ら、鳥獣保護区の特別保護地区として指定し、将来にわたり当該区域の自然環境の保
全及び野生鳥獣の保護繁殖を図るものである。 

３ 管理方針 
(1) 区域内の鳥獣生息状況の把握に努める。 
(2) 建築物の改築等が行われる場合には、鳥獣の保護及び繁殖地の保全に著しい支障
が生じることのないよう、関係機関との連絡調整を図る。 

(3) 鳥獣の生息地の保全を図るうえで重要な情報を前橋市や関係機関と授受する等、
連絡調整を十分に図る。 

(4) 周辺地域におけるイノシシ等による被害発生状況の把握に努め、被害が発生した
場合の有害鳥獣捕獲等については、被害実績等を十分考慮して適切に対応するもの
とする。 

 
 

 

 

◎群馬県告示第２５５号 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２９条第１項の規定により、次のとお

り特別保護地区を指定し、令和６年１１月１日から施行する。 

令和６年１０月１８日 

群馬県知事 山 本 一 太   

 

 

 

 

 

名称 榛名山鳥獣保護区特別保護地区 

区域  榛名山鳥獣保護区のうち、榛名（富士山）国有林２８５林班の「い」、「ろ」、
「は」、「に」、「ほ」、「へ」、「と」、「ち」、「り」、「ぬ」、「イ５」、「ロ
１」及び「ロ２」の各小班の区域（９２ヘクタール） 

存続期間 令和６年１１月１日から令和１６年１０月３１日まで 
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◎群馬県告示第２５６号 

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２９条第１項の規定により、次のとお

り特別保護地区を指定し、令和６年１１月１日から施行する。 

  令和６年１０月１８日 

群馬県知事 山 本 一 太   
 

名称  妙義鳥獣保護区特別保護地区 

区域  妙義鳥獣保護区のうち、中木山国有林１１３林班全、１１４林班の「は」小班、１１
５林班の「は」、「へ」、「と」、「ロ２」及び「ロ３」の各小班並びに１１６林班の
「は１」、「は２」、「は３」及び「は４」の各小班の区域（３０４ヘクタール） 

存続期間  令和６年１１月１日から令和１６年１０月３１日まで 

保護に関する指針 １ 指定区分 
  森林鳥獣生息地 
２ 指定目的 
  当該地区は、妙義荒船佐久高原国定公園を含む国有林で構成されており、奇岩を始
めとした地形の変化に富み、その地形に応じて広葉樹林を中心に多様な森林が発達し
ているため鳥獣の食餌植物が多く、鳥獣にとって良好な生息環境となっている。急峻
な谷の中腹には希少猛禽類であるクマタカの営巣地もあり、今後とも保護を図る必要
がある。そこで、鳥獣の生息にとって良好な生息環境を維持していくため妙義鳥獣保
護区特別保護地区に指定し、多様性に富んだ鳥獣相の保全を図るものである。 

  なお、当該地区は昭和５３年３月以降、４５年以上にわたり特別保護地区として指
定され続けている。 

３ 管理方針 
 (1) 区域内の鳥獣生息状況の把握に努める。 
 (2) 建築物の改築等が行われる場合には、鳥獣の保護並びに生息地及び繁殖地の保全

に著しい支障が生じることのないように、関係機関と連絡調整を図る。 
 (3) 鳥獣の生息地の保全を図るうえで重要な情報を安中市や関係機関と授受する等、

連絡調整を十分に図り、鳥獣の保護並びに生息地及び繁殖地の保全に役立てる。 

 

保護に関する指針 １ 指定区分 
    森林鳥獣生息地 
２ 指定目的 
   当該地区は、榛名山系の中心にある榛名富士の骨格をなす部分で、西側をミズナラ 
林、東側をカラマツ林で覆われており、山頂付近の低木状の森林を含めて食餌植物に 
恵まれている。 
また、榛名富士の斜面下部には発達したミズナラ林が多いため、堅果類の生産が豊 

富であり、森林性小動物の生息密度が高いため、それを餌とする希少鳥類の繁殖適地 
となっている。 
その他にも多数の森林性鳥獣が生息しており、榛名山鳥獣保護区の中核となる重要 

な地域であるため、榛名山鳥獣保護区特別保護地区に指定し、多様性に富んだ鳥獣相 
の保全を図るものである。 
なお、当該地区は昭和４６年１月以降、５０年以上にわたり特別保護地区として指 

定され続けている。 
３ 管理方針 
(1) 区域内の鳥獣生息状況の把握に努める。 
(2) 建築物の改築等が行われる場合には、鳥獣の保護並びに生息地及び繁殖地の保

全に著しい支障が生じることのないように、関係機関との連絡調整を図る。 
(3) 鳥獣の生息地の保全を図るうえで重要な情報を高崎市や関係機関と授受する等、

連絡調整を十分に図り、鳥獣の保護並びに生息地及び繁殖地の保全に役立てる。 
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◎群馬県告示第２５７号 

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第３５条第１項の規定により、

次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定し、令和６年１１月１日から施行する。 

  令和６年１０月１８日 

  群馬県知事 山 本 一 太   
 

名称 区域 存続期間 
禁止に係る特定猟 
具の種類 

韮川第二特定猟具
使用禁止区域 

 伊勢崎市の一部で、韮川左岸の河川管理用道路と
市道（伊）９－４８４号線との交点（恵比寿橋北
詰）を起点とし、同市道を南に進み韮川右岸の河川
管理用道路との交点（恵比寿橋南詰）に至り、これ
から同道路を韮川上流方向へ進み（伊）９－２５２
号線との交点（上蓮橋南詰）に至り、これから同市
道を北東へ進み市道（伊）９―５４５号線との交点
（上蓮橋北詰）に至り、これから同市道を南東へ進
み市道（伊）９－５１３号線との交点に至り、これ
から同市道を南東へ進み市道（伊）９－５１４号線
との交点（新竹橋）に至り、これから同市道を南東
へ進み韮川左岸の河川管理用道路との交点に至り、
これから同道路を韮川下流方向へ進み起点に至る線
で囲まれた一円の区域（５．８ヘクタール） 

永年 銃器 

 
 

 

 

◎群馬県告示第２５８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。 

  令和６年１０月１８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 高崎東吾妻線 吾妻郡東吾妻町大字厚田字
田中１０９６番地先から同
郡同町大字同字橋詰１１８
３番地先まで 

前 １３．０～２０．９ 
１５．３～２２．８ 

１８０．０ 
２１９．３ 

後 １３．０～２０．９ １８０．０ 

 

 

 

◎群馬県告示第２５９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県安中土木事務所において
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一般の縦覧に供する。 

  令和６年１０月１８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 安中富岡線 安中市安中字侭上４０１８
番の６地先から同市同字同
４００３番の１地先まで 

前 ５６．２～６３．９ ６．９ 

後 ６３．９～７８．５ ６．９ 

安中市上間仁田字道前久保
７１６番の２地先から同市
同字同６０５番の２地先ま
で 

前 ５６．５～１０５．４ ３８．１ 

後 ５６．５～９６．８ ３８．１ 

 

 

 

◎群馬県告示第２６０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県太田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和６年１０月１８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 桐生伊勢崎線 太田市大原町１１１１番の７地先から同市同２３４
１番の８地先まで 

令和６年１０月１８日 
 

 

 

 

◎群馬県告示第２６１号 

 電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）第３条第１項の規定により、電線共同溝を整

備すべき道路を次のとおり指定した。 

  令和６年１０月１８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

 

道路の種類 路線名 区   間 

県道 植栗伊勢線 吾妻郡東吾妻町大字植栗２９４番の３地先から同郡同町大字同１４４
６番地先までの上下線 

県道 植栗伊勢線 吾妻郡中之条町大字伊勢町３０番地の１地先から同郡同町大字同６７
５番地の１地先までの上下線 
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  肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号。以下「法」という。）第１２条第２項の規定に

より、次のとおり肥料の登録有効期間を更新したので、法第１６条第１項の規定により公告する。 

    令和６年１０月１８日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

登録番号 
肥料の 
種 類 

肥料の名称 
保証成分量 
（％） 

その他の 
規  格 

生産 業者 の 
名称及び住所 

有効期限 

群馬県登
録第１０
０１２号 

加工家きん
ふん肥料 

バイオゴール
ドオリジナル 

窒素全量 
３.５ 
りん酸全量 
３.７ 
加里全量 
３.３ 

法第３条第１
項の規定によ
る公定規格の
とおり 

椿産業株式会社 
群馬県太田市長
手町１８３番地 

令和１２年
１２月３日 

 
 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和６年１０月１８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 渋川市行幸田字向谷地２７２－２、２７２－
４、２７３－１、２７３－２、２７４－１、２
７４－２、２７４－３、２７５－１、２７５－
２、２７９－２、２７９－３、２７９－４、２
７９－９、２７９－１０、２６７－１０、２７
２－３の一部、２７７－１０ 

埼玉県川越市新宿町一丁目１０番地１ 
株式会社ヤオコー 代表取締役社長 川野澄人 

２ 富岡市富岡字坪之１６７６－３、１６７６－
４、１６７７－１、１６７７－２、１６７７－
５、１６７８－１、１６７８－３ 

埼玉県さいたま市大宮区北袋町１丁目６０２番１
号 
株式会社しまむら 代表取締役社長 鈴木誠 

 
 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定した。 

  令和６年１０月１８日 

                         群馬県立群馬産業技術センター所長 加 部 重 好   

１ 落札に係る購入等件名及び数量 電力回生型充放電試験システム 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立群馬産業技術センター 群馬県前橋市亀里町８

８４番地１ 

３ 落札者を決定した日 令和６年９月２５日 

■ 落  札 

■ 公  告 



 令和６年１０月１８日（金）        群 馬 県 報                第１０２４２号 

 

10 

４ 落札者の名称及び所在地 コムベックス株式会社高崎営業所 群馬県高崎市緑町３丁目７番地１ 

５ 落札金額 ５９，３８９，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札公告をした日 令和６年８月１６日 
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